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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工用レーザ光(Ｌ1)の光源として用いられ、かつ、出力側に導光用光ファイバ(11)を
備えたファイバレーザ光源(１)と；このファイバレーザ光源(１)に導光用光ファイバ(11)
を介して接続され、かつ、集光光学系(21)として光軸上に配置された前後の固定レンズ(2
1a)(21a)と、その間に配置された可動レンズ(21b)とを備えると共に、前記可動レンズ(21
b)を光軸に沿って前後に無段階で移動調節可能なレンズ駆動部(22)を備えた照射ヘッド(
２)と；この照射ヘッド(２)を所定の方向および回転角度で正逆回転させるヘッド回転機
構(３)と；前記照射ヘッド(２)に固定された状態で、照射ヘッド(２)と切断対象物(Ｗ)間
の距離を測定可能な距離測定器(４)と；この距離測定器(４)と前記照射ヘッド(２)のレン
ズ駆動部(22)に有線または無線接続され、かつ、距離測定器(４)から受信した距離データ
に基づいてレンズ駆動部(22)の制御を行う制御装置(６)とを含んで成り、
更に前記距離データに基づく可動レンズ(21b)の位置制御によって、照射ヘッド(２)から
出射される加工用レーザ光(Ｌ1)の焦点位置(Ｆ)が、照射ヘッド(２)から１ｍ以上離れた
位置で自動調節されることを特徴とする長距離レーザ切断装置。
【請求項２】
　照射ヘッド(２)にズーム機能を有するテレスコープ(５)が装着されて、制御装置(６)に
有線または無線接続されると共に、距離測定器(４)から得られた距離データに基づいてテ
レスコープ(５)のズーム倍率が制御装置(６)によって自動調節されることを特徴とする請
求項１記載の長距離レーザ切断装置。
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【請求項３】
　制御装置(６)が、テレスコープ(５)によってモニタリングされる切断対象物(Ｗ)の切断
状況に応じて、手動入力または自動でレンズ駆動部(22)を補正制御可能な焦点位置補正手
段を備えていることを特徴とする請求項２記載の長距離レーザ切断装置。
【請求項４】
　照射ヘッド(２)から出射される加工用レーザ光(Ｌ1)の焦点位置(Ｆ)が、少なくとも照
射ヘッド(２)からの距離が１～３０ｍの範囲内で自動調節されることを特徴とする請求項
１～３の何れか一つに記載の長距離レーザ切断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ切断装置の改良、詳しくは、遠く離れた位置(最大数十メートル程度)
にある対象物の切断加工を行えるだけでなく、照射ヘッドからの距離が様々な対象物に対
して焦点位置を効率的に無段階で自動調節することができ、しかも、焦点距離の調節範囲
を充分に確保できる長距離レーザ切断装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、レーザ切断装置は、金属材料の切断加工や鋼材やコンクリート等から成る構造物
の解体工事などに広く利用されている。そして、レーザ切断装置を使用する際には、レー
ザ光のビーム焦点を切断対象物に合わせて、照射エネルギー密度が最大となるように、か
つ、切断溝幅(カーフ幅)が最小となるように設定するのが一般的である。
【０００３】
　しかしながら、照射ヘッドから数メートル以上離れた位置にある遠距離の対象物を切断
する長距離照射型のレーザ切断装置においては、照射ヘッドと切断対象物の距離に応じて
レーザ光の焦点位置を広範囲(数メートルから数十メートルの範囲)にわたって調節する必
要があるものの、これを可能とするレーザ切断装置は未だ開発されていない。
【０００４】
　ちなみに従来技術としては、例えば、集光距離を二つ持つレンズを使用して薄板から厚
板まで切断できるようにしたレーザ切断装置が開発されているが(特許文献１参照)、この
技術では、焦点距離の選択肢がたった２つしかないため、屋外等で様々な位置に配置され
た切断対象物に対して焦点距離を無段階で(連続的に)調節することができない。
【０００５】
　また、従来技術としては、レーザ距離計等によって照射ヘッドと切断対象物との距離を
測定し、更にこの測定データに基づいて照射ヘッド内の光学系(可動レンズやビームエキ
スパンダ等)を光路上で前後に動かすことにより、焦点距離を無段階で調節できるように
したレーザ切断装置も公知となっている(例えば、特許文献２～４参照)。
【０００６】
　しかしながら、上記文献２～４に係る技術に関しては、加工台上に切断対象物を固定し
て、加工台に近接配置された照射ヘッドからレーザ光を照射して切断加工を行う通常の用
途を前提としているため、焦点位置の調節範囲が、いずれの技術も近距離(文献２,３では
100mm程度、文献４では300～600mm程度の範囲)に限定されている。
【０００７】
　一方、従来においては、４０ｍ以下の長距離照射を目的とするレーザ切断装置も公知と
なっているが(特許文献５参照)、この装置に関しては、照射ヘッド内に光学系の位置を制
御する手段を備えていないことから、照射ヘッドを支持するアームや装置下部の走行手段
を動かして照射ヘッド自体の位置を変えることにより焦点距離を調節する必要があった。
そのため、焦点距離の調節範囲が狭く調節を効率的に行うこともできなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】特開２００６－１９２５０４号公報
【特許文献２】特開２００８－２１５８２９号公報
【特許文献３】特開２０１０－８２６６３号
【特許文献４】特開２０１３－２２６５９０号
【特許文献５】特開２０１４－９１１３３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで本発明は、上記の如き問題に鑑みて為されたものであり、その目的とするところ
は、遠く離れた位置にある対象物の切断加工を行えるだけでなく、照射ヘッドからの距離
が様々な対象物に対して焦点位置を効率的に無段階で自動調節することができ、しかも、
焦点距離の調節範囲も充分に確保できる長距離レーザ切断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者が上記課題を解決するために採用した手段を添付図面を参照して説明すれば次
のとおりである。
【００１１】
　即ち、本発明は、加工用レーザ光Ｌ1の光源として用いられ、かつ、出力側に導光用光
ファイバ11を備えたファイバレーザ光源１と；このファイバレーザ光源１に導光用光ファ
イバ11を介して接続され、かつ、集光光学系21として光軸上に配置された前後の固定レン
ズ21a・21aと、その間に配置された可動レンズ21bとを備えると共に、前記可動レンズ21b
を光軸に沿って前後に無段階で移動調節可能なレンズ駆動部22を備えた照射ヘッド２と；
この照射ヘッド２を所定の方向および回転角度で正逆回転させるヘッド回転機構３と；前
記照射ヘッド２に固定された状態で、照射ヘッド２と切断対象物Ｗ間の距離を測定可能な
距離測定器４と；この距離測定器４と前記照射ヘッド２のレンズ駆動部22に有線または無
線接続され、かつ、距離測定器４から受信した距離データに基づいてレンズ駆動部22の制
御を行う制御装置６とから長距離照射型レーザ照射装置を構成し、
更に前記距離データに基づく可動レンズ21bの位置制御によって、照射ヘッド２から出射
される加工用レーザ光Ｌ1の焦点位置Ｆを、照射ヘッド２から１ｍ以上離れた位置で自動
調節可能とした点に特徴がある。
【００１２】
　また、本発明においては、上記照射ヘッド２にズーム機能を有するテレスコープ５を装
着して、制御装置６に有線または無線接続すると共に、距離測定器４から得られた距離デ
ータに基づいてテレスコープ５のズーム倍率を制御装置６によって自動調節可能に構成す
ることもできる。
【００１３】
　またその場合には、制御装置６に、テレスコープ５によってモニタリングされる切断対
象物Ｗの切断状況に応じて、手動入力または自動でレンズ駆動部22を補正制御可能な焦点
位置補正手段を設けておくことが好ましい。
【００１４】
　そしてまた、上記照射ヘッド２から出射される加工用レーザ光Ｌ1の焦点位置Ｆについ
ては、少なくとも照射ヘッド２からの距離が１～３０ｍの範囲内で自動調節されるように
しておくことが望ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、レーザ切断装置において、照射ヘッド内に可動レンズを有する集光光学系
を設けると共に、この集光光学系の可動レンズを、距離測定器から得られた照射ヘッドと
切断対象物との距離データに基づいて位置制御するレンズ駆動部及び制御装置を設けて構
成したことにより、照射ヘッドから１ｍ以上離れた距離にある対象物に対しても焦点位置
を合わせて簡単にレーザ切断を実施することが可能となる。



(4) JP 6210456 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

【００１６】
　しかも、本発明では、上記レーザ光の焦点距離の調節を、照射ヘッドの位置を動かすこ
となく、制御装置によって自動的に行われるようにしているため、焦点位置を大きく変え
る場合でも効率的に短時間で調節を完了できる。また、上記焦点距離の調節は、可動レン
ズの位置制御によって数メートルから数十メートルの広範囲にわたって無段階で行うこと
ができるため、充分な切断エリアを確保できる。
【００１７】
　したがって、本発明により、切断対象物から距離をとって安全に切断作業を行えるだけ
でなく、遠隔操作による切断作業も容易化することができ、しかも、厚板鋼板の切断加工
や大型構造物の解体等の幅広い用途に使用できる長距離レーザ切断装置を提供できること
から、本発明の実用的利用価値は頗る高い。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施例１におけるレーザ切断装置を表わす概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　『実施例１』
　本発明の実施例１について、図１に基いて説明する。同図において、符号１で指示する
ものは、ファイバレーザ光源であり、符号２で指示するものは、照射ヘッドである。また
符号３で指示するものは、ヘッド回転機構であり、符号４で指示するものは、距離測定器
である。また符号５で指示するものは、テレスコープであり、符号６で指示するものは、
制御装置である。
【００２０】
　[レーザ切断装置の構成]
　まず本実施例のレーザ切断装置Ａにおいては、出力側に導光用光ファイバ11を備えたフ
ァイバレーザ光源１を加工用レーザ光Ｌ1の光源として使用すると共に、このファイバレ
ーザ光源１と加工用レーザ光Ｌ1の照射ヘッド２を、導光用光ファイバ11を介してケーブ
ルコネクタ11aで接続している(図１参照)。
【００２１】
　なお本実施例では、上記加工用レーザ光Ｌ1の光源となるファイバレーザ光源１に、出
力：30kW、発振方式：連続光(ＣＷ)、波長：1.07μｍのものを使用しているが、金属のレ
ーザ切断加工に使用できる性能を有するファイバレーザであれば、出力が異なるものや発
振方式がパルス式のもの、波長が異なるものを採用することもできる。
【００２２】
　また、上記照射ヘッド２は、加工用レーザ光Ｌ1の集光光学系21として光軸上に一対の
固定レンズ21a・21aを前後に配置すると共に、その固定レンズ21a・21a間に可動レンズ21
bを配置して構成している。また更に、照射ヘッド２には、可動レンズ21bを光軸に沿って
前後に無段階で移動調節するためのレンズ駆動部22を内蔵している。
【００２３】
　ここで、上記照射ヘッド２の集光光学系について簡単に説明する。まず、２枚のレンズ
21b・21a間の距離をｄとし、その焦点距離をｆ1、ｆ2とする。そして、前側の可動レンズ
21bを凹レンズ、後側の固定レンズ21aを凸レンズとした場合(ｆ1<0、ｆ2>0)、両者の合成
焦点距離ｆは、次式で表される。
【数１】

この式から、
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d→０の極限では、
【数２】

となる。また、

【数３】

では、ｆ=∞となる。すなわち、ｄ＝０～ｄ∞の範囲でｆ＝ｆ０～∞に可変とできる。こ
こで、例えばｆ1=－0.4m、ｆ2=0.6mとすると、ｄ∞＝１m、ｆ0=0.24mとなり、ｄを０から
１ｍと可変にすることで、焦点距離fを数１０ｃｍから無限まで可変とできることが分か
る。また、加工用レーザ光Ｌ1を、前側の固定レンズ21aで平行光線とし、可動レンズ21b
および後側の固定レンズ21aで合成焦点距離をこの程度可変とすることで、広い距離範囲
の切断対象物Ｗに焦点距離Ｆを合わせることが可能となる。
【００２４】
　一方、上記照射ヘッド２の下部には、照射ヘッド２を所定の方向および回転角度で正逆
回転させるヘッド回転機構３を設けている。これにより、加工用レーザ光Ｌ1を切断対象
物Ｗ上で直線状に走査することができる。また本実施例では、ヘッド回転機構３の回転角
度および回転速度を切断状況に応じて調節できるようにしている。
【００２５】
　また更に、上記照射ヘッド２には、距離測定器４を固定して、この固定された距離測定
器４によって照射ヘッド２と切断対象物Ｗ間の距離を測定できるようにしている。なお本
実施例では、この距離測定器４にレーザ距離計(Tajima D510)を使用しているが、測定結
果に所定の精度を有するものであれば、他の測定器も使用できる。
【００２６】
　そして本実施例では、上記距離測定器４と照射ヘッド２のレンズ駆動部22を、制御装置
６に有線接続し、距離測定器４から受信した距離データに基づいてレンズ駆動部22(可動
レンズ21bの位置)を制御できるようにしている。これにより、加工用レーザ光Ｌ1の焦点
位置Ｆと切断対象物Ｗの位置が合致するように、焦点距離Ｋが自動調節される。
【００２７】
　なお、上記レンズ駆動部22bによる可動レンズ21bの位置制御に関しては、加工用レーザ
光Ｌ1の焦点位置Ｆが、照射ヘッド２から１ｍ以上離れた位置(焦点距離Ｋが１ｍ以上の範
囲)で調節されるようにしているが、最短の焦点距離ＫSと最長の焦点距離ＫL間の範囲に
少なくとも１～３０ｍが含まれるようするのが望ましい。
【００２８】
　また更に本実施例では、上記照射ヘッド２に、ズーム機能を有するテレスコープ５を装
着し、このテレスコープ５から得られた映像データを、レーザ切断装置Ａから離れた場所
にある遠隔モニタに送信することによって、切断対象物Ｗ上における加工用レーザ光Ｌ1

のビーム径や、切断対象物Ｗの切断状況をモニタリングできるようにしている。
【００２９】
　また本実施例では、上記テレスコープ５を制御装置６に有線接続して、距離測定器４か
ら得られた距離データに基づいてテレスコープ５のズーム倍率が制御装置６によって自動
調節されるように構成している。これにより、切断対象物Ｗの位置が照射ヘッド２から遠
い場合でも切断状況をしっかりとモニタリングすることができる。
【００３０】
　また本実施例では、上記テレスコープ５によってモニタリングされる切断対象物Ｗの切
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断状況(熱影響により焦点位置のズレ等)に応じて、手動入力でレンズ駆動部22を補正制御
可能な焦点位置補正手段を制御装置６に設けている。これにより、焦点位置Ｆや焦点距離
Ｋが最適となるように可動レンズ21bの位置を微調整することができる。
【００３１】
　［レーザ切断装置の使用方法］
　次に、上記レーザ切断装置Ａの使用方法について以下に説明する。まず切断加工を行う
前に距離測定器４から測定用レーザ光Ｌ2を出射して、切断対象物Ｗと照射ヘッド２の距
離を算出する。そして、算出した距離データを制御装置６に送信し、レンズ駆動部22の制
御を行って焦点位置Ｆが切断対象物Ｗの位置にくるように可動レンズ21bの位置を設定す
る。
【００３２】
　そして、上記準備が完了した後、加工用レーザ光Ｌ1を切断対象物Ｗに向けて出射する
。この際、ファイバレーザ光源１から出力された光は導光用光ファイバ11を通ってケーブ
ルコネクタ11aに導かれ、固定レンズ21a・21aと可動レンズ21bから成る集光光学系を通っ
て照射ヘッド２のレンズ窓23から出射され、切断対象物Ｗに照射される。
【００３３】
　また、上記照射ヘッド２については、加工用レーザ光Ｌ1の射出と同時にヘッド回転機
構３により所定の向き、回転角度で正逆回転させる。これにより、加工用レーザ光Ｌ1が
走査された切断対象物Ｗの被照射部を溶融切断する。なおヘッド回転機構３で照射ヘッド
２を回転させる際の向きや回転角度は、レーザ照射前に予め設定しておく。
【００３４】
　そしてまた、上記切断加工の際には、テレスコープ５から送信された映像データを遠隔
モニタに出力することにより、切断状況やビーム径の変化等のモニタリングを行う。そし
て、光学系の熱影響による焦点位置Ｆのズレや切断対象物Ｗの厚みが大きい等、必要に応
じて、制御装置６の補正手段を利用して可動レンズの位置を補正制御することにより焦点
位置制御にフィードバックする。
 
【００３５】
　ここで、上記加工用レーザ光Ｌ1によって離れた場所にある切断対象物を切断するため
の数値的根拠について簡単に説明する。まず、ビーム径Ｄ(m)のレーザが、焦点距離ｆ(m)
のレンズで集光された場合の焦点位置でのビームスポット径d(m)は、以下の式で求められ
る。
【数４】

ここで、λは波長、Ｍ2は品質を示すパラメーターである。実際のデータからBPP=10mm・m
radであるから、Ｍ2＝30と求まる。λ=1.07μm、Ｄ=0.1mとして、30m先の焦点での広がり
を考えｆ=30(m)、これらを代入すると、ｄ=0.011mとなる。よって、焦点でのビーム面積
はＳ＝1cm2となる。30kWのレーザーが損失なく照射されたとすると、焦点でのレーザーエ
ネルギー密度は、P=30kW/1cm2=30kW/cm2となる。そして、レーザー照射により鋼材が溶け
る条件は、6～10kW/cm2といわれており、上記結果はそれを十分上回るため、多少の光学
的損失を考慮しても、鋼材の溶融切断が十分可能と考えられる。また近距離（ｆ<30ｍ）
では、ビーム径はより小さくなるので、切断は更に容易となる。
【００３６】
　また本発明は、概ね上記のように構成されるが、本発明は図示の実施形態に限定される
ものではなく、「特許請求の範囲」の記載内において種々の変更が可能であって、例えば



(7) JP 6210456 B2 2017.10.11

10

20

30

、制御装置６の補正手段に関しては、手動入力による方法だけでなくテレスコープ５から
得られる映像データに基づいて自動で補正制御する方法も採用できる。
【００３７】
　また、上記制御装置６と、照射ヘッド２のレンズ駆動部22、距離測定器４およびテレス
コープ５との接続方法に関しても、有線接続でなく無線接続を採用こともできる。また、
照射ヘッド２の集光光学系に関しても、前後の固定レンズ21a・21aや可動レンズ21bを複
数枚のレンズ群から構成することもできる。
【００３８】
　そしてまた、照射ヘッド２に上下向きを調節するための仰角調節機構を設けたり、ヘッ
ド回転機構３に上下方向の回転機構を設けたりすることもできる。また更に照射ヘッド２
の位置を遠隔操作するために走行装置を付設して構成することもでき、上記何れのものも
本発明の技術的範囲に属する。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　最近では、金属加工分野だけでなく廃炉解体等の用途でレーザ切断装置の需要が増加し
ている。そのような中で、本発明の長距離レーザ照射装置は、離れた場所から大型構造物
を構成する厚みのあるコンクリートや鋼材を安全かつ効率的に切断できる有用な技術であ
ることから、その産業上の利用価値は非常に高い。
【符号の説明】
【００４０】
　１　ファイバレーザ光源
　　11　導光用光ファイバ
　　　11a　ケーブルコネクタ
　２　照射ヘッド
　　21　集光光学系
　　　21a　固定レンズ
　　　21b　可動レンズ
　　22　レンズ駆動部
　　23　レーザ窓
　３　ヘッド回転機構
　４　距離測定器
　５　テレスコープ
　６　制御装置
　Ａ　レーザ切断装置
　Ｗ　切断対象物
　Ｌ1　加工用レーザ光
　Ｌ2　測定用レーザ光
　Ｆ　焦点
　Ｋ　焦点距離
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